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河川整備計画の法的手続きフロー河川整備計画の法的手続きフロー

相模川・中津川河川整備計画策定の進め方（概念図）相模川・中津川河川整備計画策定の進め方（概念図）

整備計画
（原案）

整備計画（素案）

相模川 川づくり行政連絡会
（関係する流域自治体）

学識経験を有する
者からの意見聴取

河川法第16条の２第3項

関係住民からの
意見聴取

河川法第16条の２第4項

幅広く意見を
きいて、河川
管理者が作成

関係都道府県知事又は
関係市町村長からの意
見聴取

河川法第16条の２第5項

河
川
整
備
計
画
策
定

河
川
整
備
計
画
策
定

関係省庁
協議等

相模川ふれあい懇談会相模川ふれあい懇談会

相模川をより良い河川にしていくため、市民団体や学識者、学校関係者など
あらゆる人が、自由に参加し、幅広く意見を述べることができる場。

整備計画の作成
（たたき台）

１

河川管理者が
策定



相模川ふれあい懇談会とは

相模川ふれあい懇談会とは・・・
相模川をより良い河川にしていくため、市民団体や学識者、学校関係者など
あらゆる人が自由に参加し、幅広く意見を述べることが出来る場

弱小堤防の治水安全度はどれくらいか。

河川区域のゴミ処理はどうしているのか。

水質基準はクリアしているのか。

希少種の保全と外来種対策は如何に。

河川敷の利用方法について。

等々

治水対策

例えば次のような懸案事項

この様な事について、みなさんと河川管理者が議論しながら、
今後の川づくりを考える会です。

２

不法投棄対策

外来種対策

高水敷利用

相模川ふれあい懇談会イメージ図

相模川ふれあい懇談会とは・・・
相模川をより良い河川にしていくため、市民団体や学識者、学校関係者などあらゆる人が
自由に参加し、幅広く意見を述べることが出来る場

懇談会会長

行政連絡会

委任

相模川ふれあい懇談会

事務局がＨＰ等で開催を通知
参加自由
ふれあい巡視等も開催し、
現場での意見も聴取

河川事業推進の
参考とする

相模川を取り巻く問題

治 水 不法投棄 河川敷利用 環 境

代表自治体が出席

世話役から選出され、
事務局が委任
懇談会の進行等にあたる
任期２年

世話役

行政・学識者・市民
で構成
事務局との調整
任期２年

事 務 局
（河川管理者）

NPO法人・市民団体・市民

相模川をフィールド
に活動している市
民団体等
相模川流域の市民

自由
参加

懇談会のコア

懇談会の
進行等

参加募集

３

利 水



相模川 川づくり行政連絡会イメージ図

相模川川づくり行政連絡会とは・・・

神奈川県内における相模川水系の川づくりに際して、行政間において必要となる事項の
連絡・調整を行う場

相模川川づくり行政連絡会

神奈川県内の流域自治
体で構成
必要に応じ幹事会を開催
重要な事項について決定

相模川を取り巻く問題

治 水 不法投棄 河川敷利用 環 境

幹 事 会

神奈川県内の流域自治体に
おける実務担当者で構成
軽微な作業を行う

下部組織

河川事業推進の
参考とする

必要に応じ開催

ふれあい懇談会
世話役

事 務 局
（河川管理者）

適宜開催

代表自治体が出席

４

利 水

河川整備基本方針、河川整備計画とは
平成９年（１９９７年）河川法改正

●河川環境の整備と保全
●地域の意見を反映した河川整備の計画制度の導入

河川整備基本方針・整備計画について河川整備基本方針・整備計画について

・長期的な河川整備の基本的な方針
・具体の河川整備の内容を定めず、整備の考え方の記述

河川整備基本方針 河川管理者（一級水系は国土交通大臣）が定める
平成１９年１１月２２日策定

河川整備計画

・２０～３０年後の河川整備計画の目標を明確にする
・個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする

河川管理者（大臣管理区間：地方整備局長
・県管理区間：都道府県知事）が定める

５



相模川相模川・中津川河川整備計画対象区間・中津川河川整備計画対象区間

相模湾

拡 大

県管理区間

（49.0km）

県管理区間

（18.1km）

大臣管理区間

（6.6km）

大臣管理区間

（10.9km）

神奈川県

東京都

山梨県

６

相模川 ５５．６ｋｍ

中津川 ２９．０ｋｍ


